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岐阜県最低賃金を改正します。 

－１０月１日から時間額８２５円に－ 
 

１ 岐阜労働局長（稲原 俊浩）は、本年１０月１日から岐阜県最低賃金を、時間額 

８００円から８２５円（引上げ額２５円、引上げ率３．１３％）に引き上げること 

としました。 

 

２ 引上げ額、引上げ率ともに、時給で決まるようになった平成１４年度以降では最 

高となります。 

 

３ 岐阜県内の全事業場（約６万８千）及びそこで働くすべての労働者（パート、ア 

ルバイトを含め約７６万人）に適用されるもので、改定による影響率（※）は 

１４．１％、５万人以上の労働者の賃金引上げが必要となる見込みです。 

 

４ 岐阜労働局では、自治体広報紙等への掲載、ポスターの各所への掲示、リーフレ 

ットの配布などにより、助成金制度も含めて周知広報を行います。 

 

（※）「影響率」とは、６月に実施した「最低賃金実態調査」（対象：製造業９９人以下、非製造業 

２９人以下の事業場）における改定後の最低賃金額（８２５円）未満の労働者の割合（推計値） 

です。 
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